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特別会計

企業会計（水道事業）

歳入

予算現額 予算現額

歳出

幸手市の家計簿平成 25年度
上半期 幸手市の家計簿

市では、毎年 2回に分けて市の財政がどのように運営されているかについて公表しています。

今回は、平成 25 年度上半期（平成 25 年 4 月 1 日～ 9月 30 日）の予算の執行状況をお知らせします。

問合せ　一般会計・特別会計　財政課☎(43)1111 内線 252・ （43）3783

　　　　企業会計　水道管理課☎(48)0050・ （48）0120

予算現額　163 億 5,112 万円 - 市の人口53,739人（平成 25年 9月30日現在） -一般会計

平成 25年度
上半期



い
あ
り
ま
せ
ん
」と
言
わ
れ
た
。

　

も
し
、
本
当
に
商
品
が
送
ら
れ

て
き
た
ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
？

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

　

今
回
の
事
例
の
よ
う
な
健
康
食

品
が
強
引
に
送
り
つ
け
ら
れ
る

ケ
ー
ス
が
急
増
し
て
い
ま
す
。
特

に
、
高
齢
者
か
ら「
注
文
し
た
覚

え
が
な
い
の
に
事
業
者
か
ら
健
康

ま
っ
た
」
な
ど
と
い
う
相
談
が
増

え
て
い
ま
す
。

　

身
に
覚
え
の
な
い
商
品
が
届
い

た
ら
、
受
け
取
ら
な
い
、
代
金
を

払
わ
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

①
注
文
し
た
覚
え
の
な
い
電
話

は
、
は
っ
き
り
と
断
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

②
商
品
が
届
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た

と
き
は
、
ま
ず
は
受
取
り
を
拒

否
し
ま
し
ょ
う
。
代
金
を
請
求

さ
れ
て
も
支
払
う
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
の
後
の

ト
ラ
ブ
ル
に
備
え
、
送
り
主
の

住
所
や
電
話
番
号
な
ど
を
控

え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

③
万
が
一
、
代
金
を
支
払
っ
て
し

ま
っ
た
場
合
は
、
諦
め
ず
に
左

記
へ
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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強引な送りつけに注意！　～健康食品の相談増加中～
【
事
例
】80
歳
代
女
性

　

「
ご
注
文
の
健
康

食
品
を
今
か
ら
お
送

り
し
ま
す
」
と
電
話

が
あ
り
、
値
段
を
確

認
す
る
と「
3
万
円

で
、
代
金
引
換
え
に

な
る
」と
言
わ
れ
た
。

　

年
金
暮
ら
し
な
の

で
、
そ
ん
な
に
高
い

も
の
は
必
要
な
い
し
、

頼
ん
で
い
な
い
と
伝

え
る
と
、「
申
込
み
の

記
録
が
あ
り
、
間
違

食
品
を
送
ら
れ

て
き
た
」、「
申

し
込
ん
だ
の
だ

か
ら
支
払
え
と

高
圧
的
に
言
わ

れ
、
買
っ
て
し

▼自転車の安全利用の推進
・飲酒運転・信号無視・二人乗り・携帯電話の使用

など、危険な運転は絶対にやめましょう。

・日ごろから自転車の安全点検・整備を行い、賠償

責任保険に加入しておきましょう。

・自転車を運転するときはヘルメットを着用するよ

うにしましょう。

自転車優良カードを交付しています

　11 月から、自転車利用中のヘルメット着用な

どの交通安全の促進を図ることを目的として、警

察官が、ほかの模範となるような安全運転に努め

ている自転車利用者に、「自転車優良カード（桜

カード）」を交付しています。

▼桜カード
　3枚で記念品と

交換できます。

・自己の運動能力や身体機能の変化を認識し、ゆと

りを持って行動しましょう。

・道路を横断するときや、交差点を

　通行するときは十分に安全を確認

　しましょう。

・朝夕の薄暗い時間帯や夜間には

　反射材を着用しましょう。

▼高齢者の交通事故防止

▼飲酒運転の根絶および路上寝込み
　などによる交通事故防止
・飲酒運転が悪質な犯罪である

　ことを自覚しましょう。

・二日酔い運転も飲酒運転です。

　絶対にやめましょう。

・路上で寝込んでいる人などを発見したら、速やか

に 110 番通報し、警察官が到着するまで、その場

で待機してください。

・酒類を提供する飲食店では、運転者に酒類を提供

しないよう徹底しましょう。

交通事故防止運動実施中
　事故発生が多い朝夕の薄暗い時間帯は、特に運

転者のみなさんは、早めのライトの点灯を、歩行者

のみなさんは、反射材などの着用をお願いします。

　また、これから忘年会や新年会など、お酒を飲

む機会も多くなる季節です。飲酒運転は「しない、

させない、ゆるさない」を徹底しましょう。

問合せ　幸手警察署☎（42）0110

冬の 冬の交通事故防止運動期間〔12月 1日（日）～ 14日（土）〕


